
�愛媛県告示第１９６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、東温市長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があった。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、大洲市長から次のとおり字を廃止する旨の届出があ

った。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

恋木及び喜多山の区域内の小字を全部廃止する。

�������
�愛媛県告示第１９７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

大字下林 下林

大字上村 上村

大字井内 井内

大字河之内 河之内

大字北方 北方

大字則之内 則之内

大字滑川 滑川

大字松瀬川 松瀬川

大字南方 南方

大字明河 明河

大字吉久 吉久

変 更 前 変 更 後

大字山之内 山之内

大字樋口 樋口

大字横河原 横河原

大字志津川 志津川

大字西岡 西岡

大字見奈良 見奈良

大字田窪 田窪

大字牛渕 牛渕

大字南野田 南野田

大字北野田 北野田

大字上林 上林

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

国民健康保険久
万高原町立病院 久 万 高 原 町 上浮穴郡久万高原町久

万６５番地
平成１６年
８月１日

久万高原町国民
健康保険面河診
療所

久 万 高 原 町 上浮穴郡久万高原町渋
草２４７４番地

平成１６年
８月１日

うえはら歯科ク
リニック 上 原 左 門 南宇和郡御荘町平城４１

８３番地１
平成１６年
９月１日

武 田 医 院 武 田 浩 新居浜市泉池町７－１１ 平成１６年
６月２７日

たなか内科クリ
ニック 田 中 清 宜 新居浜市中萩町１－３８ 平成１６年

９月２日

毎週（火・金）曜日発行 第１５９４号 平成１６年９月２１日
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�愛媛県告示第１９７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１９７４号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

平成１６年９月２１日
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�愛媛県告示第１９７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により西予市から次のとおり土地改良事業の工事が完

了した旨の届出があった。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１９７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、西予市宇和町土地改良区から次のとおり土地

改良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護

事業等を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

久万高原町 上浮穴郡久万高原町久万２１
２番地

久万高原町立訪問看護ステ
ーションあけぼの

上浮穴郡久万高原町久万７１
番地１ 平成１６年８月１日

面河村国民健康
保険診療所 面 河 村 上浮穴郡面河村渋草２４

７４番地
平成１６年
８月１日

村上外科胃腸科 村 上 良 祥 今治市常盤町四丁目５
－５

平成１６年
８月１日

エ ビ ス 薬 局 南予調剤株式会
社

宇和島市恵美須町二丁
目７－１

平成１６年
８月１日

土 井 医 院 土 井 亮 太 新居浜市中萩町１－３８ 平成１６年
４月１日

永 田 薬 局 永 田 淑 子 新居浜市中萩町１－４０ 平成１６年
５月１日

武 田 医 院 武 田 弘 正 新居浜市泉池町７－１１ 平成１６年
６月２７日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

村上歯科医院 村 上 弘 道 越智郡大三島町大字宮
浦５３１０

平成１６年
７月８日

国民健康保険久
万町立病院 久 万 町 上浮穴郡久万町大字久

万町６５
平成１６年
８月１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問に看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

久万町 上浮穴郡久万町久万町２１２
番地

久万町立訪問看護ステーシ
ョンあけぼの

上浮穴郡久万町久万町７１番
地１ 平成１６年８月１日

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 藤縄、恋木
、喜多山の
一部

平成１４年度から
平成１５年度まで

大洲市の
地籍図及び地籍簿

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 田之浜地区 平成１６年２月１４日

県単独補助土地改良事業（
農道） 火道地区 平成１５年１１月１０日

愛 媛 県 報平成１６年９月２１日 第１５９４号

９５４
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�愛媛県告示第１９７７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１９７８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により

、次の肥料の登録は、失効した。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
農道） 小原地区 平成１６年１月３０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農林漁業用揮発油税財源身
替農道整備事業 日野浦３期地区 平成１６年２月９日

中山間地域総合整備事業 伊予中山地区 平成１５年７月３１日

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１６
年９月
６日

愛媛県
第１２４３
号

魚廃物
加工肥
料

遊子漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量
６．５

りん酸
全量
４．０

遊子漁業協同
組合
愛媛県宇和島
市遊子２５４８番
地

ため池等整備事業 広雁地区 平成１６年３月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 辰巳伊予和気停車場線
松山市太山寺町１３１７番５地先から

同町１３０９番３まで

旧 ５．４～６．４ ０．０５５

新 ５．８～４１．３ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 辰巳伊予和気停車場線
松山市太山寺町１３１７番５地先から

同町１３０９番３まで
平成１６年９月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 寺尾重信線
東温市山之内字馬木甲２４６３番２から

同市字烏滝乙４３６番２まで

旧 ５．９～１５．０ ０．２９０

新 ９．０～２２．４ ０．２９０

愛 媛 県 報平成１６年９月２１日 第１５９４号

９５５
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�愛媛県告示第１９８３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市金生町下分字板屋８５４番２、８５４番３及び８

５５番

２ 申請人の住所氏名

四国中央市金生町下分６３３番地

星川 辰雄

３ 図面省略

�愛媛県告示第１９８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 寺尾重信線
東温市山之内字馬木甲２４６３番２から

同市字烏滝乙４３６番２まで
平成１６年９月２１日

平成１６年９月２１日 印刷
平成１６年９月２１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９５６

愛 媛 県 報平成１６年９月２１日 第１５９４号


